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発議者 社会教育課 図書館長 芹澤 利也 

協議事項 三芳町図書館協議会の協議結果について 

要 旨 

下記の諮問案件に係る協議結果及び答申要旨について報告します。 

 

諮問案件『三芳町立図書館の所管の移管について』 

『三芳町立図書館関連例規の制定、改定及び廃止につい

て』 

付議事項  

連絡事項  

＊必要に応じて関係書類を添付すること。 





～集い・学び・育つ～

輝く 未来創造拠点

・町のランドマーク（象徴）となる文化創造の場

・まちづくり機能のつながり

（教育・子育て、健康・福祉、市民活動、情報発信･･･）

・地域交流、学び、活動の広がり（すべての人の居場所に）

・活力と賑わいの創出（イベント、民間施設との融合）

藤久保地域拠点施設 基本理念

藤久保地域拠点施設 コンセプト
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藤久保地域拠点施設の運営手法

ＰＦＩ－ＢＴＯ方式とは

民間事業者が施設を建設した後、施設の所有権を町に移したうえで、施設の運営を行うもの

新しい技術の提案・提供施設管理(点検･清掃･修繕等) 設計・建設・工事監理

施 設 の 維 持 管 理 や 技 術 力
民間企業が担う部分

総合案内・貸館業務

支援・相談対応 図書館サービス・選書等運営業務

町 職 員 が 担 う 部 分
町 直 営 に よ る 運 営 全 般

事業の企画・実施
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PFI ＝ Private  Finance  Initiative

公共事業を民間の資金や経営能力、技術を活用して行う手法です。

公共施設の設計、建設、維持管理、運営などを民間の力で効率的に行うこと

を目的としています。

 ・公共サービスの向上

・事業コストの削減

・地域経済の活性化 
・自治体財政負担の軽減

PFIにおけるBTO方式の概要

Build : 民間事業者が資金を調達し、公共施設の設計・建設を行います。

Transfer : 建設が完了すると、施設の所有権は公共に移転されます。

Operate : 民間事業者は、施設の維持管理・運営を継続します。 



藤久保地域拠点施設の管理体制

 新たな拠点施設を、新たな課として設置

 図書館は町長部局へ移管

図書館管理・事業

地域交流、生涯学習、減免管理

（仮称）みらい創造課

新拠点管理担当

図書館

施設管理、SPC管理、総務業務

（仮称）コミュニティセンター

ふれあいセンター

藤久保総合窓口

藤久保児童館

保健センター

藤久保学童保育室

子育て支援センター

ファミリー・サポート・センター
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藤久保地域拠点施設の連携体制

（仮称）コミュニティセンター

中央図書館

藤久保総合窓口

保健センター

藤久保児童館

藤久保学童保育室

子育て支援センター

ファミリー・サポート・センター

ふれあいセンター

連 携

新拠点センター

三芳町役場

住民課

こども支援課

健康増進課

福祉課

教育委員会

・
・
・



１ 新しい施設になる事への成果

 地域交流、学びの新たな広がり

新しい利用者が増えることで交流の幅が広がり、様々な学びの機会が
広がる場となる。

 シンボル的な文化創造の場

町の特徴的な施設として、これまでの取組に磨きをかけ、新たなス
テージでの文化創造が広がる場となる。

 まちづくり分野間の連携

教育、子育て、健康・福祉、防災等の地域活動等に柔軟に連携し、新
たな事業展開を進める場となる。
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２ 図書館の運営について

 新施設における図書館事業

 新たな利用拡大による「よみ愛・読書のまち」の更なる普及

 図書館を核としたまちづくりにおける事業展開

 団体・ボランティア等の担い手の新たな広がり

 社会教育施設としての取組

 新たな事業をコーディネートする職員や質の高い司書の確保と研修

 司書連絡会や学校図書館教育推進委員会等との連携継続

 教育委員会との意見交換の場の確保
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庁内協議体と協議スケジュール 資料７

７月

６月

第２回
・組織機構　（案）
・設置条例等（案）
・減免規定　（案）
・予算組立　（案）

～関係分野ごと協議検討～

９月

第３回
・組織機構　　策定
・設置条例等　策定
・減免規定等　策定
・予算組立　　策定

　～関係分野ごと協議検討～

図書館協議会運営検討部会

第１回
・検討部会の立ち上げ
・内容確認、スケジュール確認

４月

・定例教育委員会
・総合教育会議

第４回

第１回
・三芳町立図書館の所管の移管に
　ついて（協議）
・三芳町立図書館関連例規の制
　定、改定及び廃止について
　（協議）

・答申書策定～答申
８月

【庁内意思決定のプロセス】
藤久保地域拠点施設運営検討部会による協議検討

（4月～11月）

藤久保地域拠点施設検討会議へ結果報告

以降、検討会議により進行

【庁内意思決定の時期】

素案の確定 11月
・関係条例

・組織機構 住民説明・パブコメ12月 3月議会

・関係予算



１１月
第４回
・検討部会報告とりまとめ
・検討会議への結果報告






